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・・・限度額適用認定証・・・  

 

入院にかかる費用の窓口での負担が軽くなります 

 

 ① 

約 8 万 2～3000 円 

（非課税 / 35400 円）

              

食事代 

 

部屋代など

           3  割  負  担 

             

部分が 3～４ヶ月後保険者から還付 

 

 

平成 19 年 4 月から「限度額適用認定証」を 病院窓口に提示すれば 

 

                        部分のたてかえ払いがなくなり 

             このようになります             

① 

約 8 万 2～3000 円 

(35400 円程度) 

 

食事代 

 

部屋代など 

 

「限度額適用認定証」は 

市町村窓口や各保険組合・社会保険事務所などで取得します 

 

※ ①の金額は所得や年間の医療費の額によって異なります 

 

＊70 歳以上の方のお支払いは、すでに限度額までとなっています＊ 
 

 

 


